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１,３６６ 円※ 1 （被保険者の所得※2）×０.２６%

◆均等割額軽減判定基準

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
（
医
療
分
）
は
2
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
、
岩
手
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、
202


6
年
度
・
202


７
年
度
の
保
険
料
率
（
医
療
分
）
と

新
設
さ
れ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
賦
課
額（
子
ど
も
分
）を
次
の
よ
う
に
改
定
し
ま
す
。

保
険
料
は
、
所
得
確
定
後
の
7
月
に
決
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
状
況
に
応
じ
て
均
等
割
額

の
軽
減
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
問
町
民
課
☎
6
9
2・6
47

9

▪️�

医
療
保
険
制
度
改
正
に
よ
る
後
期
高
齢

者
負
担
率
の
上
昇
、
出
産
育
児
支
援
金

の
増
額

▪️�

診
療
報
酬
改
定
や
医
療
の
高
度
化
に
よ

る
1
人
当
た
り
の
医
療
給
付
費
の
増
加

▪️�

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
新
設

202６ 年・202７ 年保険料率（医療分）

均等割額 ４８，８００ 円
（前回 ４３,８00 円）

所得割率 ８.５０%
（前回 ８.５3%）

均等割額は ５,０00 円引き上げ。所得割率
は ０.０３ ポイント引き下げ。

　
同
じ
世
帯
の
う
ち
の
被
保
険
者
と
世
帯

主
の
前
年
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が
次

の
表
中
の
軽
減
判
定
基
準
以
下
の
世
帯
に

軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◆保険料額の計算方法

均等割額

　4８,８00 円※ 1

所得割額
被保険者の所得※ 2×８.５０%

医療分
　 年間保険料額※ 3

（100 円未満切り捨て）
＋＋ ＝＝

※ 1　�被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額軽減（7．２ 割（子ども分は ７割）・5割・2割）が適用さ
れる場合があります。

※ 2　被保険者の所得は総所得金額等ー基礎控除（４３ 万円）を原則とします。
※3　年間保険料額の上限（賦課限度額）は、政令改正により医療分が８５万円、子ども分が２万１千円となります。

判定基準 軽減割合
（医療分）

軽減割合
（子ども分）

軽減後の均等割額
医療分 子ども分

①�基礎控除額（43 万円）＋10 万円×（年金・
給与所得者の数−1）以下 ７.２ 割 ７ 割 13,６６４ 円 ４０９ 円

②�基礎控除額（43 万円）＋３１ 万円×被保険者
数＋10 万円×（年金・給与所得者の数−1）
以下

５ 割 ５ 割 2４,４００ 円 ６８３ 円

③�基礎控除額（43 万円）＋5７ 万円×被保険者
数＋10 万円×（年金・給与所得者の数−1）
以下

2 割 2 割 3９,040 円 １,0９２ 円

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
日

の
前
日
ま
で
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
制
度
加
入
後
2
年
を
経
過
す
る
月
分

ま
で
均
等
割
額
が
5
割
軽
減
さ
れ
、
所
得

割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
が
、
所
得
の
少
な
い
人
に
対
す

る
均
等
割
額
の
7
割
軽
減
に
も
該
当
す
る

場
合
に
は
、
軽
減
割
合
が
高
い
方
が
優
先

さ
れ
ま
す
。

被保険者 A
（例：70 歳・夫）

被扶養者 B
（例：75 歳・妻）

75 歳到達

75 歳到達

被用者保険

被用者保険 被用者保険（変更なし）

後期高齢者医療制度

後期高齢者
医療制度

保険料均等割額 5 割軽減
（2 年間）※

※�均等割額 7割軽減に該当する場
合は軽減割合が高い方が優先

◆軽減の例

お知らせ

均等割額

　１,３６６ 円※ 1

所得割額
被保険者の所得※ 2×０.２６%

子ども分
　 年間保険料額※ 3

（100 円未満切り捨て）
＋＋ ＝＝

◆医療分

◆子ども分

＋＋ ＝＝医療分保険料額 子ども分保険料額 後期高齢医療保険料額

２
０
２
６
年
度
・
２
０
２
７
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
が
改
定

◉
保
険
料
率
の
改
定
理
由

◉
均
等
割
額
の
軽
減

◉
被
用
者
保
険
の

　
被
扶
養
者
に
対
す
る
軽
減
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詳しくはこちら

問 問い合わせ・申し込み先　☎ 電話番号　FAX ファクス番号　日 日時　場  場所　e E メール・URL

お知らせ

「kodom
oe

（
コ
ド
モ
エ
）」、
絵
本
情

報
誌
「M

O
E

（
モ
エ
）」
の
取
り
扱
い

を
始
め
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※�

最
新
号
は
館
内
閲
覧
の
み
、
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
は
貸
出
可
能
で
す
。

問
町
立
図
書
館
☎
６
９
２・５
９
５
９

見
て　
遊
ん
で　
ふ
れ
あ
っ
て

消
防
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
７
月
５
日
に
開
催

１
歳
を
迎
え
る
子
ど
も
に
絵
本
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

フ
ァ
ー
ス
ト
バ
ー
ス
デ
イ
・
ブ
ッ
ク
を
始
め
ま
し
た

お知らせ

　

町
は
、
今
年
度
か
ら
言
語
習
得
段
階

の
乳
児
と
そ
の
保
護
者
の
サ
ポ
ー
ト
と

し
て
、
町
乳
幼
児
健
診
（
一
歳
児
）
を

受
診
す
る
親
子
に
、
対
象
絵
本
の
中
か

ら
希
望
す
る
一
冊
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る

取
組
を
始
め
ま
し
た

　
対
象
者
に
は
、
乳
幼
児
健
診
会
場
で
、

職
員
が
お
声
が
け
し
ま
す
。
後
日
、
絵

本
の
用
意
が
出
来
ま
し
た
ら
、
町
立
図

書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
で
お
渡
し
い
た
し
ま

す
。

　

併
せ
て
、
町
立
図
書
館
で
は
、
親
子

時
間
を
楽
し
む
た
め
の
子
育
て
情
報
誌

　

消
防
団
の
訓
練
成
果
の
披
露
と
併
せ

て
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を

用
意
し
た
消
防
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
今

年
も
開
催
し
ま
す
。
見
て
、
遊
ん
で
、

消
防
に
ふ
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
7
月
5
日
（
日
）、
9
時
～
正
午

場
ア
ル
ペ
ン
記
念
公
園
（
駐
車
場
は
町

役
場
駐
車
場
）

【
内
容
】

▪︎
保
育
園
児
な
ど
の
遊
戯

▪︎
消
防
団
の
訓
練
披
露

▪︎
水
消
火
器
射
的
や
輪
投
げ
、
ス
ー
パ
ー

　
ボ
ー
ル
す
く
い
な
ど
の
ゲ
ー
ム

▪︎
消
防
車
両
の
展
示

▪︎
餅
ま
き

【
料
金
】

　

無
料
（
た
だ
し
、
各
ゲ
ー
ム
体
験
に

は
チ
ケ
ッ
ト
が
必
要
で
す
。
チ
ケ
ッ
ト

代
1
0
0
円
は
券
売
所
で
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。
ま
た
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
で
の
お

買
い
物
は
別
途
料
金
が
必
要
で
す
）

【
交
通
規
制
】

　
放
水
訓
練
に
伴
い
、
１１
時
頃
か
ら
中
央

公
民
館
前
の
町
道
雫
石
中
央
線
が
交
通

規
制
さ
れ
ま
す
。

問
防
災
課
☎
６
９
２・６
４
１
０

スケジュール 時間
開会 9：００

初期消火訓練 ９：０５

遊戯、火の用心の誓い ９：２０

小隊訓練 ９：４０

防災ヘリ救助訓練 １０：００

ラッパ吹奏訓練 １０：１０

ハシゴ車乗車券争奪
じゃんけん大会 １０：３０

放水訓練 １１：15

餅まき １１：２５

フィナーレ １１：３０

対象の絵本はこちら
（一例）

対象絵本（一例）
きんぎょがにげた
作　五味太郎
出版社　福音館書店
どうぶつだあれかな
絵　かきもとこうぞう
文　はせがわさとみ
出版社　Gakken
もこ　もこもこ
作　たにかわしゅんたろう
絵　もとながさだまさ
出版社　文研出版
ばけばけばけばけばけたくん
文・絵　岩田明子
出版社　大日本図書
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注目情報

　町は、「町民が健やかに暮らせる
生涯を通じた健康づくりの推進」を
理念に、健康づくり活動を積極的に
実践している町内の個人や団体など
を表彰する「健康づくり表彰」を行っ
ています。自薦他薦は問いませんの
でぜひご応募ください。

【対象】健康づくりに関する活動を
積極的、自主的に行っている個人や
団体など

【応募期限】７ 月 １０ 日（金）
【募集要件】町内在住または活動の
拠点が町内にある個人や団体などで、
次の項目のいずれかに該当すること
▪�健康づくりの目的をもって継続的

に活動し、今後一層の発展および
充実が期待されること
▪�地域の健康づくりに先進的に取り

組み、他の模範となること
【応募方法】町健康づくり表彰推薦
書に必要事項を記入の上、健康推進
課（町健康センター内）までご応募
ください。推薦書は町ホームページ
からダウンロードできます。

問健康推進課☎ ６９２-
２２２７

　町は、次の日程で農業用廃プラス
チックの回収を行います。肥料袋や
苗箱、ラップフィルムなどの農業用
廃プラスチックは、法律で適正処理
が義務付けられている産業廃棄物で
す。回収に当たっては、種類別（塩
ビ・ポリ）、用途別（ハウスビニール、
ラップなど）に分別し、なるべく専
用回収袋を使用の上、搬入するよう
ご協力をお願いします。

【収集日時】７月３日（金）８時～11時
【収集場所】ＪＡ新いわて南部営農
経済センターカントリーエレベー
ター前

【処理料金】
◉専用回収袋を使用した場合
１袋１,１００円（税込）

※�許容量20㎏程度、販売場所▶︎ＪＡ
資材店舗

◉専用回収袋を使用しない場合
１㎏当たりポリ類77円、 塩ビ類１1０
円、その他１６５円

【申込方法】「令和８年度農業用廃プ
ラスチック処理申込書兼委任状」に
予定数量を記入の上、6月19日（金）
までに町役場農林課またはＪＡ新い
わて南部営農経済センター購買課に
提出してください。

【分別の仕方】廃プ
ラスチック専用の分
別方法により、金具
や異物などは必ず取
り除いて搬入してく
ださい。
※�申込様式および分別の仕方は、町

農林課およびＪＡ新いわて南部営
農経済センター購買課に備え付け
ています。また、町ホームページ
からダウンロードできます。

問農林課☎６９２-６４９１

農業用廃プラスチックを
７月３日に回収します

健 康づくり活 動をしている
人・団体を募集中！ 詳しくはこちら

詳しくはこちら

雫石町物価高騰対策プレミアム商品券を販売！

　数量限定で先着順での販売となりますのでお早めにお
求めください。

【販売内容】１セット １３,０００ 円分（1,０００ 円券×１３ 枚）の
商品券を １０,０００ 円で販売。（プレミアム分 ３,０００ 円）
※ �１３ 枚のうち、１０ 枚は町内の取扱い全店で使用可能、3

枚は一部店舗（大型店）での使用不可。
【販売日時】６ 月 2０ 日（土）〜2１ 日（日）９ 時～１６ 時

場中央公民館 野菊ホール
※�売れ残った場合は ６ 月 2２ 日（月）以降、雫石商工会館（９

時～１７ 時）にて販売します。
【販売対象】町内在住の人

【持参するもの】本人確認書類（免許証、マイナンバーカー
ド、資格確認書など）、現金

【購入限度】１ 人 １ セット １０,０００ 円（１３,０００ 円分）
【使用期間】７ 月 １ 日（水）～９ 月 ３０ 日（水）
【使用店舗】取扱加盟店募集に応募し、登録した町内店舗
※販売時に一覧を配布します。

　昨年に引き続き物価高騰対策として、町民向けのお得なプレミアム商品券を限定 １５，０００ セット販売します。詳しく
は ６ 月 1１ 日（木）以降に世帯配布されるチラシをご確認ください。問雫石商工会☎ 6９２-３３２１

サンプル サンプル
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　児童手当は 0 歳から高校生年代
（18 歳の誕生日後の最初の ３ 月 31
日まで）の児童を養育している人に
年 ６ 回（偶数月）それぞれの前月分
が支給されます。

【支給額】

児童の
年齢

支給金額（1 人当たりの月額）

第 １ 子・第 ２ 子 第 ３ 子以降※

３ 歳未満 1５,000 円
３0,000 円３歳以上〜

高校生 10,000 円

※ �18 歳～22 歳までの年齢の子で、
親などの経済的負担がある場合
は子の人数のカウント対象とし
ます。

【現況届】
　現況届の提出は原則不要ですが、
一部の受給者については ６ 月分以降
の児童手当を引き続き受給する要件

（児童の看護や保護、生計同一関係
など）を満たしているか確認するた
め提出が必要です。
　提出を要すると思われる受給者に
は個別に案内を送付していますので
ご確認ください。

【提出が必要となる場合】
▪�受給者が児童と別居している
▪�離婚協議中で配偶者と別居してい

る
▪�第 ３ 子以降の多子加算を受給して

いる人で 18 歳年度末から 22 歳年
度末までの子が学生以外の場合

▪�その他、受給者および対象児童に
ついて確認が必要な場合

※�第 ３ 子以降多子加算のカウント対
象となっている子について、住所
地などに変更があった場合は「監
護相当・生計費の負担についての

確認書」を提出してください。こ
の場合、現況届の提出は不要です。

※�勤務先から児童手当が支給されて
いる公務員の人は、勤務先へ直接
お問い合わせください。
問こども課☎︎ 601-5428

　町は、身体障害者手帳の対象とな
らない軽度・中等度難聴児の補聴器
購入費用の一部を助成しています。
　助成金を受けるためには、補聴器
購入前の申請が必要です。

【対象者】
▪�雫石町民で 18 歳未満の人
▪�耳の聴力レベルが 30 デシベル以

上 70 デシベル未満で身体障害者
手帳の交付対象とならない人。た
だし、医師が必要と認める場合は
30 デシベル未満も対象。

【対象費用】
①補聴器の購入費
②補聴器の耐用年数経過後に更新す
る費用

【申請方法】
　医師意見書（自己負担）、補聴器
の見積書を持参のうえ、町役場福祉
課で申請してください。
問福祉課☎ 692-6473

　市民後見人とは、養成講座を受講
するなどして必要な知識を得た一般
住民の中から、家庭裁判所が成年後
見人等として選任した人のことで
す。成年後見制度の需要が高まる
中、専門職の担い手も不足してきて
おり、専門職以外に住民の立場で後
見活動を行う「市民後見人」の役割
が期待されています。
　市民後見人になるには、「市民後

見人養成講座」を受講する必要があ
り、今年度は下記日程で行われます。
社会貢献活動に意欲のある人は、ぜ
ひ、成年後見に関する知識・技術・
社会規範・倫理性などを学んでみま
せんか？

【日程】
８ 月 ２０ 日 ( 木 )～１０ 月 ２２ 日 ( 木 )
の間で　週 １ 回　全 ９ 回
講義時間はおおむね １０ 時～１６ 時 ３０
分
場 岩手教育会館（盛岡市大通 １-１-
１６）

【定員】30 人　
【受講料】無料
【申込方法】
　申込書に必要事項を記入し、盛岡
広域成年後見センターまたは町福祉
課へ郵送、持参、ファクスにより申
し込み。

【申込締切】６ 月 30 日（火）
【その他】
　養成講座の概要、申込書や日程な
どの詳細については、盛岡広域成年
後見センターまたは町役場のホーム
ページをご覧いただくか、電話でお
問い合わせください。
問福祉課☎ 691-1105、盛岡広域成
年後見センター☎ 626-6112

【今月の開催日時】
　今月は 2 回開催します。
1 回目▶︎日 ６ 月 ２９ 日（月）
13 時 30 分〜1４ 時 ３０ 分
場御所公民館

【参加費】無料（申込不要）
2 回目▶︎日 ６ 月 ３０ 日（火）
13 時 30 分〜1４ 時 ３０ 分
場御明神公民館

【参加費】無料（申込不要）
問町地域包括支援センター
☎︎ 691-1105

オレンジカフェ「のぎく」

児童手当の支給額と現況届

軽度・中等度難聴児を対象に
「補聴器購入費」を助成

２０２６ 年度盛岡地域市民後見人養
成講座受講者募集

問 問い合わせ・申し込み先　☎ 電話番号　FAX ファクス番号　日 日時　場  場所　e E メール・URL
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注目情報

　国民年金保険料の免除や納付猶
予、学生納付特例を受けた期間があ
ると、保険料を全額納めたときに比
べ老齢基礎年金の年金額が少なくな
ります。
　将来受け取る老齢基礎年金の年金
額を増やすために、10 年以内であ
ればさかのぼって追納できます。
　ただし、免除などの承認を受けら
れた期間の翌年度から起算して 3 年
度目以降の追納の場合、当時の保険
料額に一定の額が加算されますの
で、お早めの追納をおすすめします。
問ねんきん加入者ダイヤル☎︎０５７０ -
003-004、盛岡年金事務所☎︎ 6２３-6
２１１、町民課☎ 692-6４７８

　８ 月 １ 日から 202６ 年度の交通災
害共済期間が始まります。
　交通事故によりけがをした場合、
最低保障額 ２ 万円から最高額 30 万
円までの範囲で、入院や通院の日数
に応じた額が支払われます。
　また、交通事故により死亡もしく
は障がい（自動車損害賠償保障法施
行令における第 １ 級、第 ２ 級の後遺
障害または身体障害者福祉法施行規
則における １ 級の身体障害）を負っ
た場合は、１１０ 万円が支払われます。
　行政区長を通じて加入申込書を配
布します。掛け金は、大人も子ども
も年額 １ 人 400 円です。加入を希望
する人は、お近くの金融機関窓口で
申し込みをお願いします。
問防災課☎ 69２-６４１０

　６月は「土砂災害防止月間」です。
　近年は、地球温暖化に伴う気候
変動により、台風の勢力が増大す
るとともに大雨の頻度も増加する
可能性が高く、土砂災害の増加が
懸念されています。
　土砂災害から身を守るため、あ
らかじめ自宅周辺における土砂災
害の危険性や避難経路、避難情報
の入手方法などを確認し、いざと
いうときに備えましょう。また、
避難する際は、周りの人に声を掛
け合って明るいうちに避難しま
しょう。
問防災課☎ ６９２–６４１０

　町は、全国瞬時警報システム
「J-ALERT（ジェイアラート）」に
よる、防災行政無線を用いた緊急
地震速報の伝達試験が全国一斉に
行われることから、防災行政無線
で試験放送を行います。
　緊急時における、町民の皆さん
への迅速で確実な情報伝達手段の
確認が行われますので、試験放送
へのご理解とご協力をお願いしま
す。
日 ６ 月 17 日（水）10 時頃
問防災課☎ 692-６４１０

　町は、雫石町の歴史をまとめ編さ
んした『雫石町史第 ３ 巻』の一般頒
布を行っています。この機会にぜひ
ご購入ください。町公式ホームペー
ジからデジタルブックも閲覧できま
す。
　また、既刊の『雫石町史』『雫石
町史第 2 巻』『雫石町史通史編』デ
ジタルブックも刊行しましたので、
ぜひご覧ください。

【頒布場所】
①町中央公民館（平
日・９ 時～１７ 時）
②町歴史民俗資料館

（木曜除く・９ 時～１６
時）
※�予定数に達し次第

終了します。増刷
の予定はありませ
んのでご了承くだ
さい。

【頒布価格】
１ 冊 ５，０００ 円
問生涯文化スポーツ課☎ 692-4181

（中央公民館内）

　町は、WEB 上の地図でクマの出
没情報を確認できる「雫石町クマ出
没マップ」を運用しています。今後
の出没情報も随時更新しますので、
ぜひご活用くださ
い。
　また、クマなど
を目撃したり、被
害があった際は、
速やかに農林課へ
ご連絡ください。
問農林課林業振興室☎ 692-６４９５

国民年金保険料の追納を
おすすめします！

土砂災害に注意しましょう

交通災害共済加入推進

雫石町史　第 ３ 巻　頒布中！

緊急地震速報伝達訓練

熊出没マップの活用を！

雫石町史第 ３ 巻
デジタルブック

クマ出没 情 報
マップ

既刊の町史デジ
タルブックはこち
ら
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　現在も雫石町物価高騰対策特別給
付金の入金が確認できていない人
は、口座情報の誤りや未登録など、
手続きに不備がある可能性がありま
す。対象者で未受領の場合は、振込
口座の登録状況などをご確認のう
え、お早めに担当窓口までお問い合
わせください。
問総務課☎ 692-６４１９

「いわて産業人材奨学金返還
支援制度」対象者募集

　県は、岩手で暮らし、働きたい若
者の奨学金の返還を支援する制度の
対象者を募集しています。

【対象者】
下記の①・②いずれにも該当する人
① (独）日本学生支援機構の第一種、
または第二種奨学金の貸与を受け、
将来返還予定または返還中の人
学生▶大学院修士課程1･2年生、大
学3･4年生、高等専門学校4･5年生、
大学5･6年生（6年制大学）
既卒者▶︎県外で就業中、または県内
に正規雇用で就業していない３５歳未
満の人（2026年4月１日時点）
② 岩手県の認定を受けた県内の「認
定企業」へ就職し、県内への定住を
希望する人

【支援内容】
返還総額の１/２の助成金を交付（限
度額あり）

【募集定員】
120名

【募集期限】
９月30日（水）
　 詳 し く は ホ ー ム
ページでご確認くだ

さい。
問（公財）いわて産業振興センター
☎６３１-３８２８、県商工労働観光部もの
づくり自動車産業振興室☎６２９-５５５２

　県は、東日本大震災で被災され、
ご家族を亡くされた人や、お住まい
が一定以上の被害を受けられた人
に、全国から寄せられた義援金を市
町村を通じて配分しています。
　義援金について、まだ申請を行っ
ていない人（これまでに一度も受け
取ったことのない人）は、以下の窓
口での手続きをお願いします。

【義援金の申請窓口】
2011年３月１1日時点で住民登録して
いた市町村の義援金交付担当部署
※�被災後に別の市町村に転居した人

は、被災時点で住民登録されてい
た市町村にお問い合わせください。

【期限】
９月３０日（水）
問岩手県復興防災部復興くらし再建
課☎ 62９-６９１７

　2026年度の労働保険（労災保険・
雇用保険）の更新期間は以下のとお
りです。

【期間】
6月1日（月）〜7月10日（金）
▪︎�年度更新の時期は窓口が大変混み

合います。自宅やオフィスから待
ち時間不要で、いつでも手続き可
能な電子申請がオススメです。

▪�保険料の電子納付ができます。電
子申請と電子納付を利用した場
合、全てインターネット上で手続
きを完結できます。

▪�労働保険の電子申
請に関する詳細は
特設サイトをご覧
ください。

　「第 ２ 回いわて雫石トライアスロ
ン大会」が岩手県営屋内温水プール

（ホットスイム）を会場に開催され
ます。当日は会場周辺で交通規制を
行いますので、大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をよろし
くお願いします。

【交通規制日時】
6 月 ２1 日（日）、８ 時〜１２ 時 ２０ 分
問岩手県トライアス
ロン協会　永山
☎ ０９０-２０２2-０８４１

　今年は「道の駅しずくいしあねっ
こ」で販売します！宝くじはぜひ町
内で！

注目情報

東日本大震災義援金の新規交
付申請

「いわて雫石トライアスロン」
にかかる交通規制

詳しくはこちら

労働保険（労災保険・雇用保険）
年度更新のお知らせ

詳しくはこちら

詳しくはこちら

雫石町物価高騰対策特別給付
金未受領者は確認を

問 問い合わせ・申し込み先　☎ 電話番号　FAX ファクス番号　日 日時　場  場所　e E メール・URL


